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この物語はフィクションであり、実在の人物・団体
とは一切関係ありません。 

時は2050年 
 
この時代、すべての取引はデジタルインボイスに
より国税庁に自動収集されています。 
 
税務手続きのほとんどがその自動収集された
データを元に国税庁がAIを用いて、自動処理さ
れるようになっています。 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さて、これは、とあるツアーコンダクター業者 
「里井」さんのお話し。 
 
里井さんは外国から来た方々にサムライやニン
ジャのショーを見せ、日本でしか味わえない高級
食材を振る舞うツアーを企画しています。 
 
舞台では、そろそろサムライとニンジャのショー
が終わろうとしています。 

2050年度(2050/10/10/14:59現在)

売上　　　　　　150,000,000円
経費　　  　　　△95,000,000円
利益　　　　　　  55,000,000円
所得税　　  　　　19,250,000円
消費税　　  　　　15,375,000円

2050年度(2050/10/10/14:59現在)
売上　　　　　　150,000,000円
経費　　  　　　△95,000,000円
利益　　　　　　  55,000,000円
法人税　　  　　　19,250,000円
消費税　　  　　　15,375,000円

◉ 国税庁デジタルインボイスシステム  (ver.2.0.1)   ユーザー切替    表示     移動    ウインドウ  ヘルプ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　📶　ID:10054295534　　         
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2050年度(2050/10/10/15:00現在)
売上　　　　　　187,500,000円
経費　　  　　　△95,000,000円
利益　　　　　　  92,500,000円
法人税　　  　　　32,375,000円
消費税　　  　　　21,000,000円

◉ 国税庁デジタルインボイスシステム  (ver.2.0.1)   ユーザー切替    表示     移動    ウインドウ  ヘルプ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　📶　ID:10054295534　　         

3



国税庁
AI税務調査システムより通達

事業性の認められない
物品の購入費用が

経費に計上されています。

◉ 国税庁デジタルインボイスシステム  (ver.2.0.1)   ユーザー切替    表示     移動    ウインドウ  ヘルプ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　📶　ID:10054295534　　         

◉ 国税庁デジタルインボイスシステム  (ver.2.0.1)   ユーザー切替    表示     移動    ウインドウ  ヘルプ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　📶　ID:10054295534　　         

2049年度(2050/10/10/15:00現在)

売上　　　　　　240,000,000円
経費　　　　　△121,600,000円
利益　　　　　　118,400,000円
法人税　　  　　　41,440,000円
消費税　　  　　　26,880,000円
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2049年度 (自動修正適用後 )
売上　　　　　　240,000,000円
経費　　  　　　△18,000,000円
利益　　　　　　222,000,000円
法人税　　   　　　77,700,000円
消費税　　   　　　34,650,000円

◉ 国税庁デジタルインボイスシステム  (ver.2.0.1)   ユーザー切替    表示     移動    ウインドウ  ヘルプ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　📶　ID:10054295534　　         
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突然の税務調査を受けて、
里井さんは小原税理士に
相談することにしました。

未来の税理士はどのような
対応をしてくれるのでしょうか。
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税理士は現代と同様に、
税務署と交渉してくれるようです。

では2025年の現代に立ち返り …
デジタル化社会に税理士は必要なのか？

その果たすべき役割は何か？
について検討します。

デジタル化䛾進展と
税理士䛾役割

東京地方税理士会

第2グループ
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発表者紹介

令和7年度第51回日税連公開研究討論会 東京地方税理士会

平田　由紀子

中野　慎太郎

藤田　由紀　

松清　哲士　

（鎌倉支部）

（大和支部）

（大和支部）

（戸塚支部）

オズボーン・レポート

令和7年度第51回日税連公開研究討論会 東京地方税理士会

THE FUTURE OF EMPLOYMENT

上位に「Tax　Preparers（税務代行者）」
が入っており、税理士が１０年後になく
なる職業と話題に !

702種類䛾職業を対象にコンピュータ化される
可能性を評価
→雇用䛾４７％䛿消滅するリスク

2013年カール・フレイと
マイケルオズボーン䛾共著による論文
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デジタル化䛾進展により

税理士䛿要らなくなる䛾でしょうか？

会場䛾皆さま䛿どう考えますか？

要らなくなると思う方

令和7年度第51回日税連公開研究討論会 東京地方税理士会

要らなくならないと思う方

税理士制度䛾歴史

令和7年度第51回日税連公開研究討論会 東京地方税理士会

昭和17年
税務代理士制度䛾創設
国が許可を与えた者䛾みが税務代行可能に
確実に税金を集めるため？

明治期
税制䛾複雑化に伴い、税務代行業者が誕生
社会䛾必要性から生まれた職業

戦後
賦課課税制度から申告納税制度へ䛾移行
国が税額を確定させる䛾で䛿なく
納税者が申告した内容で税額が確定！ 昭和26年

税理士制度䛾創設
課税庁と納税者䛾間䛾橋渡しをする
税務䛾専門家
申告納税制度を支える専門家として誕生

税務代理士法１条
「税務代理士ハ所得税、法人税、営業税其
ノ他命令ヲ以テ定ムル租税ニ関シ他人ノ委
嘱ニ依リ税務官憲ニ提出スベキ書類ヲ作
成シ又ハ審査ノ請求、訴願ノ提起其ノ他ノ
事項(行政訴訟ヲ除ク)ニ付代理ヲ為シ若ハ
相談ニ応ズルヲ業トス」

19



税理士法第２条䛾３

 税理士䛿第2条䛾業務を行うに当たって䛿、同条第1項各号に掲げる事務及び

同条第2項䛾事務における電磁的方法䛾積極的な利用そ䛾他䛾取組を通じ

て、納税義務者䛾利便䛾向上及びそ䛾業務䛾改善進歩を図るよう努めるも䛾

とする。

令和7年度第51回日税連公開研究討論会 東京地方税理士会

（税理士䛾業務における電磁的方法䛾利用等を通じた納税義務者䛾利便䛾向上等）

小規模事業者䛾デジタル化へ䛾対応

令和7年度第51回日税連公開研究討論会 東京地方税理士会

（出典）中小企業におけるインボイス制度、電子帳簿保存法、バックオフィス業務䛾実態調査結果
https://www.jcci.or.jp/20240909_invoice_survey.pdf

対応済み又䛿対応
準備中䛾割合

電子帳簿保存法
26.5％

スキャナ保存
10.9％

20



効果的なデジタルツール

令和7年度第51回日税連公開研究討論会 東京地方税理士会

・ドキュメント管理ツールで資料保管場所を省略
・変更履歴保存で税務調査対応も迅速に

・顧客と経理処理内容をネット上で共有
・預金通帳やクレジットカードから䛾自動取り込み

・メッセンジャーアプリやチャットツール䛾活用
・特定メンバーを集めたチャット作成で情報共有

クラウド会計ソフト

資料整
理

通信手
段

AIと税理士業務と䛾関わり

令和7年度第51回日税連公開研究討論会 東京地方税理士会

ＡＩ䛿どんどん進化してて、うまく活用できれ䜀お客
様に対してもいろいろな提言ができたり、強力な
ツールになりえます
情報収集・整理、情報分析、文章チェック、草案作
成etc.

でもAI䛿怖い面があるかも・・・

そういえ䜀
こ䛾前オランダで䛾児童手当䛾
不正受給䛾間違いが…。

21



オランダ䛾児童手当不正受給

令和7年度第51回日税連公開研究討論会 東京地方税理士会

オランダ䛾AI児童手当不正受給

者特定事件

 – 数万人が誤認され
、深

刻な影響

が発生

児童手当䛾不正受給を取り締まろうとしてAIに不正
受給かどうか䛾判定をさせたら、無実䛾人に濡れ
衣が着せられた

ＡＩが出した判定を人間が調査していない䛾が問題
で䛿？

オランダ䛾児童手当不正受給

令和7年度第51回日税連公開研究討論会 東京地方税理士会

オランダ䛾AI児童手当不正受給

者特定事件

 – 数万人が誤認され
、深

刻な影響

が発生

後で、判定間違いと判明し、政府が謝罪したそ
うです。

していないことを証明する䛾䛿難しい　　　　　　「悪
魔䛾証明」

22



日本版記入済み申告書

令和7年度第51回日税連公開研究討論会 東京地方税理士会

～書かない確定申告～

税務行政䛾デジタル・トランスフォーメーション －税務行政䛾将来像 ２０２３－ 

プライバシーを守る
仕組み䛿欲しいかも

慣れない人が自分で作るより
正確で便利そうだけど・・・。

税理士䛾社会に対する働きかけ

令和7年度第51回日税連公開研究討論会 東京地方税理士会

租税教室

書面添付

経営強化

建議権

納税者䛾デジタル化䛾サポートも！
税理士へ䛾様々な期待

23



令和7年度第51回日税連公開研究討論会 東京地方税理士会

私たち䛿

今こそ覚醒すべきです

眠れる獅子であって䛿

なりません

令和7年度第51回日税連公開研究討論会 東京地方税理士会

ご清聴ありがとうございました

24



税理士䛾おかげで、
今回䛾税務調査䛿無事に終わりました。

しかし、里井さん䛿今回䛾出来事で、
自動計算システムに

釈然としない思いを抱いたようです。

25



で䛿里井さん䛾気持ちを
すっきりさせるに䛿

ど䛾ようにすれ䜀良い䛾か
検証してみましょう！！

第３部
令和7年度日税連第５１回公開研究討論会 東京地方税理士会

26



令和7年度日税連第５１回公開研究討論会 東京地方税理士会

未来の納税者の声（寸劇）

・納税者はピンチを乗り越えたが…

・「釈然としない思い」

・DX・AIによる効率性だけで、
十分と言えるのか？

令和7年度日税連第５１回公開研究討論会 東京地方税理士会

Part Ⅰ：オンライン調査と情報収集に伴う納税者の手続保障

Part Ⅱ：AI活用と滞納処分における適正手続の課題

Part Ⅲ：国際的潮流から見る納税者権利憲章

Part Ⅳ：日本における納税者権利憲章の立法化への歩み

Part Ⅴ：納税者基本権と信頼に基づく税務行政

27



令和7年度日税連第５１回公開研究討論会 東京地方税理士会

PartⅠ：オンライン調査と情報収集に
伴う納税者の手続保障

令和7年度日税連第５１回公開研究討論会 東京地方税理士会

課税・徴収事務の効率化・高度化

国税庁「税務行政の将来像2023」

・AI・データ分析の活用

・オンラインツール等の活用など

・関係機関への照会等のデジタル化

28



令和7年度日税連第５１回公開研究討論会 東京地方税理士会

「AI・データ分析の活用」と調査選定

・申告書内容・第三者提供情報・過去の調査履歴などを基に、

・調査対象を効率的に抽出

・AIが納税者ごとのリスクスコアを算出、

令和7年度日税連第５１回公開研究討論会 東京地方税理士会

・国・地方間のデータ連携の対象範囲拡大

「関係機関への照会等のデジタル化」と情報連携

・金融機関等に対する預貯金等照会のオンライン照会の拡大

・外国税務当局との情報交換等（CRS・CbCR）

・国税通則法「協力要請」「報告の求め」による法整備

29



令和7年度日税連第５１回公開研究討論会 東京地方税理士会

令和7年9月から、オンライン調査等の開始

「オンラインツール等の活用」と税務調査

・税務調査（行政指導含む）を実施する際、
オンラインツールを利用

・面談 … Web会議システム
・連絡 … インターネットメール

・データの受渡し … インターネットメール・
e-Tax・オンラインストレージ

令和7年度日税連第５１回公開研究討論会 東京地方税理士会

「オンラインツールの利用に関する同意書」
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令和7年度日税連第５１回公開研究討論会 東京地方税理士会

オンライン調査時代の到来

・税務行政DXの進展により調査方法が大きく変化

・旧来型からデジタル情報収集への転換の加速

・新たな法的・実務的課題の発生

・納税者の権利保護と利便性のバランスが急務

令和7年度日税連第５１回公開研究討論会 東京地方税理士会

PartⅡ： AI活用と滞納処分における
適正手続の課題
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令和7年度日税連第５１回公開研究討論会 東京地方税理士会

国税徴収法

国税の徴収だけでなく、地方税や社会保険料の徴
収にも準用され、租税と公課の徴収に関与する基
本法である。

令和7年度日税連第５１回公開研究討論会 東京地方税理士会

国税徴収法の不適合性

国税徴収法は、昭和34年に改正が行われて以来、60年以上抜本的な改
正が行われていない。

その結果

現在の複雑な経済取引や社会情勢に適合していない部分が出
てきている。
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令和7年度日税連第５１回公開研究討論会 東京地方税理士会

一連の流れが一体体制で行われる
➣情 報 収 集

⇓
➣調 査 選 定

⇓
➣税 務 調 査

⇓
➣滞 納 処 分

令和7年度日税連第５１回公開研究討論会 東京地方税理士会

収集された多種多様なデータ

統計分析、機械学習等により、申告漏れが高いと推測
される納税者を判定する仕組みを導入
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令和7年度日税連第５１回公開研究討論会 東京地方税理士会

申告漏れの高い納税者の判定

①学習用データに関する問題

②「バイアス」の問題

③「ブラックボックス」に関する問題

令和7年度日税連第５１回公開研究討論会 東京地方税理士会

①学習用データに関する問題

納税者のデータに関する偏りが生じる危
険性がある。
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令和7年度日税連第５１回公開研究討論会 東京地方税理士会

②バイアスの問題

AIの学習用データに問題がある場合には、
その分析結果は、バイアス（偏り）が含
まれる。その結果AIによる選定は、既存
の差別や偏見を助長する危険性がある。

令和7年度日税連第５１回公開研究討論会 東京地方税理士会

③ブラックボックスに関する問題

高度な機械学習モデルは、「判断の根拠」
が明示されにくく、因果関係が明確に出来
ないブラックボックス化が生じる危険性が
ある。
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令和7年度日税連第５１回公開研究討論会 東京地方税理士会

デジタル化と権利保護の不均衡①

①AIによる調査対象者の選定

②判断ロジックの非公開

③ブラックボックス化

④行政の意思決定の不透明性

AIによる行政意思決定の不透明性

令和7年度日税連第５１回公開研究討論会 東京地方税理士会

デジタル化と権利保護の不均衡②

理由付けの困難さ

①AIの判断プロセスが不透明

②行政処分に対する「理由付け」を納税者に説
明することが困難になる
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令和7年度日税連第５１回公開研究討論会 東京地方税理士会

憲法31条（適正手続の保障）に関わる問題
行政の説明責任の遂行

や においては、 が重要。

納税者に対し、「 」

理由や根拠を説明することが求められる。

税法の適用 課税処分 理由付け

なぜそのような処分がなされたのか？

令和7年度日税連第５１回公開研究討論会 東京地方税理士会

➣「pipitLINQ（ピピットリンク）」とは？

行政機関と金融機関をつなぐNTTデータの預貯金
照会電子化サービス。

行政機関 1,063
金融機関    434

現在利用数
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令和7年度日税連第５１回公開研究討論会 東京地方税理士会

➣オンライン照会の拡大に伴う懸念事項

反面調査に該当するにもかかわらず、納税者の同
意や認識がないまま反面調査が実施されるおそれ
がある。
アメリカでは、納税者への事前通知や反面調査先
への情報提供が義務付けられている。

令和7年度日税連第５１回公開研究討論会 東京地方税理士会

➣申告納税制度とは！？

納税者が自主的に申告をする制度

38



令和7年度日税連第５１回公開研究討論会 東京地方税理士会

➣納税者権利保護の重要性

納税者が公正な扱いを受けるための手続を保障する。

その結果

納税者が安心して自発的に納税に協力する。

令和7年度日税連第５１回公開研究討論会 東京地方税理士会

➣円滑な税務行政を促進するためには？

納税者の
権利保護重視

納税者の協力を
得ることが可能

円滑な税務行政の
促進
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令和7年度日税連第５１回公開研究討論会 東京地方税理士会

➣申告納税制度が機能するためには？

納税者と行政が にある必要がある。信頼関係

が保障されなければならない。

そのためには

適正手続

令和7年度日税連第５１回公開研究討論会 東京地方税理士会

PartⅢ： 国際的潮流から見る
納税者権利憲章
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令和7年度日税連第５１回公開研究討論会 東京地方税理士会

納税者権利保護の概念

納税者権利保護は、1970年代頃から各国の法典、規則、

判例、政府による刊行物など、多様な方法を用いて整備

及び改定が進められてきた概念。

令和7年度日税連第５１回公開研究討論会 東京地方税理士会

OECDの定義

OECD（経済協力開発機構）は、「納税者の税務に関す

る権利・義務を平易な言葉で要約し、かつ、説明して、

こうした情報を多くの納税者に周知させて理解させよう

とする試み」と定義している。
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令和7年度日税連第５１回公開研究討論会 東京地方税理士会

納税者権利憲章（アメリカ）
【納税者の権利】

① 情報提供を受ける権利
② 質の高いサービスを受ける権利
③ 適正な税額以上の納税をしない権利
④ IRSの見解に異議を唱え、意見を聞い

てもらう権利
⑤ 独立したフォーラムでIRSの決定に不

服を申し立てる権利
⑥ 終局の権利
⑦ プライバシーの権利
⑧ 機密保持の権利
⑨ 代理人を保持する権利
⑩ 公正かつ公平な税制を求める権利

Publication 1 (JA) (Rev. 9-2017) Catalog Number 74794B 
Department of the Treasury Internal Revenue Service IRS.gov

令和7年度日税連第５１回公開研究討論会 東京地方税理士会

51/58
58か国中51か国が納税者の権利を明文化していると回答

（2019年OECD調査）
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令和7年度日税連第５１回公開研究討論会 東京地方税理士会

ソフトアプローチへの転換

ハードアプローチ

税務調査の強化や罰則の強
化によって納税を強制する
やり方

ソフトアプローチ

納税者サービスの充実や手
続的権利の保障を通じて自
発的な納税を促すやり方

ソフトアプローチは納税者をお客様と捉える

令和7年度日税連第５１回公開研究討論会 東京地方税理士会

納税者権利憲章の制定は

国際的なミニマル・スタンダード
（最低水準）
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令和7年度日税連第５１回公開研究討論会 東京地方税理士会

海外では

の導入に伴い、 や

の導入が進んでいる。

電子インボイス 継続的取引管理（CTC）

リアルタイム報告
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電子インボイスのデータを取引相
手に送信すると同時に、税務当局
にも送信し、リアルタイムあるい
はそれに近い形で税務当局が納税
者の取引を把握できるシステム

令和7年度日税連第５１回公開研究討論会 東京地方税理士会

AIの活用に対する懸念点

AIによる分析結果をそのまま利用するのは危険
誤った判断や偏った
調査を導くリスク

納税者権利保護の重要性は高まっている

・アルゴリズムの透明性確保
・第三者機関によるチェック体制

デジタル化が進むからこそ
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令和7年度日税連第５１回公開研究討論会 東京地方税理士会

Part Ⅳ：日本における納税者憲章
 の立法化への歩み

令和7年度日税連第５１回公開研究討論会 東京地方税理士会

・納税者の権利保護は、従来憲法84条・31条により担保

日本での議論の歴史

・税務行政手続の明確化や納税者の権利義務の体系化が不十分

・2000年代以降、弁護士会・税理士会など多様な団体による憲章
制定の提言の活発化

・1990年代以降、行政改革の流れ・国際的な潮流の中での、改革
の必要性
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令和7年度日税連第５１回公開研究討論会 東京地方税理士会

・2009年、民主党政権下による法案提出

法制化の動き 平成23年改正

・国税通則法第1条（目的）への「納税者の権利利益の保護」明記

・国会審議の過程で削除、不成立

・納税者権利憲章の策定

＊平成23 年改正
税務行政手続における手続保障を制度的に明文化した重要な一歩。
事前通知、調査結果の説明、理由附記、修正申告の勧奨など、従来は運用に

とどまっていた一連の手続が法定化された意義は極めて大きい。

令和7年度日税連第５１回公開研究討論会 東京地方税理士会

・政治への不信感（マイナカード・裏金問題など）の高まり

近年の再注目と背景

・税務行政の急速なデジタル化と情報連携の進展

・納税者自身の情報の管理や手続きの透明性・予見可能性への関
心の高まり
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令和7年度日税連第５１回公開研究討論会 東京地方税理士会

・今年、野党による憲章制定を盛り込んだ修正案の提出

直近の国会での動き

・法案の撤回・不成立

「十三 税務行政において納税者の権利利益の保護を図り、税務
行政に対する国民の信頼醸成や適正を確保するため、納税者権利
憲章の策定を含め納税環境整備について検討を行い、その実現に
努めること。」

・付帯決議第13項

令和7年度日税連第５１回公開研究討論会 東京地方税理士会

・デジタル化時代における納税者・税務当局の信頼関係の深化

今後の展望

・権利憲章を含む納税者権利保護の制度充実化の有効性

・納税者の代理人である税理士の積極的な提言
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令和7年度日税連第５１回公開研究討論会 東京地方税理士会

Part Ⅴ：納税者基本権と信頼に基づく
未来志向の税務行政

令和7年度日税連第５１回公開研究討論会 東京地方税理士会

納税者の権利とは

と捉えるのではなく、 に根ざした

。

行政上の便宜的な配慮 憲法

基本的な権利

「国民主権」（前文）と「基本的人権の尊重」
（11条・13条）が起点
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令和7年度日税連第５１回公開研究討論会 東京地方税理士会

日本国憲法84条
納税者にとっての予測可能性や手続の公正を保障

同31条（適正手続条項）

税務行政のあらゆる局面
（税務調査・滞納処分など）にも及ぶべき

令和7年度日税連第５１回公開研究討論会 東京地方税理士会

日本国憲法14条（平等原則）

同25条（生存権）
同29条（財産権）

「納税者の基本的権利」を具体化する「納税者権利憲章」

憲法的根拠に基づき、導かれる「納税者の基本的権利」
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令和7年度日税連第５１回公開研究討論会 東京地方税理士会

➣福沢諭吉「学問のすゝめ」

税は政府と国民の約束

申告納税制度は納税者の自発的な協力が前提
デジタル化が進む時代こそ、より信頼関係
を深めることが不可欠

令和7年度日税連第５１回公開研究討論会 東京地方税理士会

納税者権利憲章は不要！？

現行法で十分 現在も一定の権利規定は
存在している。
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令和7年度日税連第５１回公開研究討論会 東京地方税理士会

否！
現行の権利規定は体系的に未整理、
納税者自身が把握・理解することが困難。

かえって税務行政の非効率を招いている可能性

隠れたコスト

令和7年度日税連第５１回公開研究討論会 東京地方税理士会

納税者権利憲章の制定は、

中長期的には、税務行政の非効率を減少さ
せ、
持続可能で透明性の高い税務行政を実現す
る「未来への投資」
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令和7年度日税連第５１回公開研究討論会 東京地方税理士会

憲章を理念にとどめず、
具体的な制度設計が不可欠

・国税通則法の目的規定（第1条）への明記

・独立した「納税者オンブズマン」の創設
・AIの透明性確保、異議申立権の保障ほか

令和7年度日税連第５１回公開研究討論会 東京地方税理士会

・デジタル化のジレンマ — 効率性と透明性のバランス

おわりに

・国際的立ち位置 — G7で日本だけが実質的に納税者権利憲章未
制定

「DXの時代だからこそ、納税者権利憲章が不可欠である」

・信頼関係の重要性 — 安心して申告・納税できる環境整備
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令和7年度日税連第５１回公開研究討論会 東京地方税理士会

ご清聴ありがとうございました

←東京地方税理士会公式イメージキャラクター「トッチーくん」
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3

なぜ今、デジタル化が必要なのか？

第1部　税務行政DX：どうなる日本のデジタル化

東京地方税理士会第５１回日税連公開研究討論会研究委員会

4

第1部　税務行政DX：どうなる日本のデジタル化

税務行政のデジタル化　 納税者のための手段　

支援を受けにくい納税者に配慮　

　　　　　便利で安心！　

東京地方税理士会第５１回日税連公開研究討論会研究委員会
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第2部　デジタル化の進展と税理士の役割

　　　鎌　倉　支　部　　平　田　由紀子（発表リーダー） 

　　 戸　塚　支　部　　松　清　哲　士　 

　　 大　和　支　部　　中　野　慎太郎 

　　 大　和　支　部　　藤　田　由　紀　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

東京地方税理士会第５１回日税連公開研究討論会研究委員会

5

第2部　デジタル化の進展と税理士の役割

6

税理士　×？

税理士　〇

東京地方税理士会第５１回日税連公開研究討論会研究委員会

納税者のデジタル化支援

税務行政のデジタル化を検証
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第3部　税務行政手続きの整備と納税者の権利保護　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　　　　　　　横 須 賀支部　　榊　原　慎太郎（発表リーダー） 

　　　　　　　　神 奈 川支部　　池　袋　一　弘（論文リーダー） 

　　　　　　　　横 浜 南支部　　伊　藤　美　穂　 

　　　　　　　　横 浜 南支部　　小野澤　寿　一 

　　　　　　　　保土ケ谷支部　　村　田　　洋　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　　　　　　　川 崎 南支部　　井　上　　薫 

　　　　　　　　藤　沢　支部　　石　原　直　明 

東京地方税理士会第５１回日税連公開研究討論会研究委員会

7

第3部　税務行政手続きの整備と納税者の権利保護

8

納税者の権利とは？　納税者の権利保護とは？　 
デジタル化社会にどのようにプライバシーを守るのか？

国税通則法の改正で十分か？  ×
　納税者権利憲章 

考えてみよう！ 

⇒　税務行政の透明性を担保 
 

⇒⇒納税者の信頼  　税務行政の円滑な執行 
 

東京地方税理士会第５１回日税連公開研究討論会研究委員会

　税務オンブズマン 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東京地方税理士会第５１回日税連公開研究討論会研究委員会

11

ご清聴ありがとうございました
　　

　　　                               東京地方税理士会

第５１回日税連公開研究討論会研究委員会

東京地方税理士会第５１回日税連公開研究討論会研究委員会

12
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